
 

 

第
十
六
条 

介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

第
百
二
十
八
条 

法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の

居
宅
サ
ー
ビ
ス
は
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
と
す
る
。 

 

第
百
二
十
八
条 

法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の

居
宅
サ
ー
ビ
ス
は
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
す
る
。 

 

第
百
四
十
条
の
十
九 

法
第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十

二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
は
、

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
（
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に

限
る
。
）
と
す
る
。 

第
百
四
十
条
の
十
九 

法
第
百
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十

二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
種
類
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
は
、

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医

療
院
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 
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